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行 方 市 の 人 口

行 方 市 民 憲 章

総　数　38,767 人（-43）

男　　19,288 人（＋ 2）

女　　19,524 人（-45）

世帯数　11,714 世帯（＋ 19）

平成 22 年 4 月１日現在

（　）は前月との比較

やさしい自然

かがやく人

わたしたちがつくる

魅力あるまち、行方市

市の花
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市の木
イチョウ（銀杏）

市の鳥
シラサギ（白鷺）

　
 情報ひろば

５
月
１
日
か
ら
７
日
ま
で
は

憲
法
週
間
で
す

　

５
月
３
日
の
憲
法
記
念
日
を
中
心
に
５

月
１
日
か
ら
７
日
ま
で
の
１
週
間
を
憲
法

週
間
と
し
、
関
係
機
関
で
は
人
権
尊
重
思

想
の
普
及
高
揚
に
努
め
て
い
ま
す
。

　

基
本
的
人
権
の
尊
重
は
日
本
国
憲
法
の

重
要
な
柱
の
一
つ
で
あ
り
、
す
べ
て
の
人
の

人
権
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
が
実
現
さ
れ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

憲
法
週
間
に
当
た
り
、
身
近
で
起
こ
る

差
別
や
偏
見
に
つ
い
て
一
人
一
人
が
考
え
、

人
権
尊
重
の
意
識
を
高
め
、
豊
か
な
人
間

関
係
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

　

人
権
問
題
で
お
困
り
の
と
き
は
、
最
寄

り
の
法
務
局
の
人
権
相
談
所
又
は
人
権
擁

護
委
員
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

み
ん
な
で
築
こ
う
　
人
権
の
世
紀

～
考
え
よ
う　

相
手
の
気
持
ち

育
て
よ
う　

思
い
や
り
の
心
～

水
戸
地
方
法
務
局

茨
城
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会

大
好
き
い
ば
ら
き
ネ
ッ
ト
ワ
ー
カ
ー

委
嘱
状
交
付
式
が
開
催

　

平
成
22
年
３
月
19
日
に
茨
城
県
庁
を

会
場
と
し
て
「
大
好
き
い
ば
ら
き
ネ
ッ
ト

ワ
ー
カ
ー
委
嘱
状
交
付
式
」
が
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
カ
ー
（
県
民
運
動

地
域
推
進
員
）
と
は
県
内
各
地
域
の
地
域

活
動
を
つ
な
ぎ
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
広
げ
、

元
気
な
茨
城
づ
く
り
を
進
め
る
べ
く
県
知

事
が
委
嘱
を
行
い
ま
す
。
現
在
、
茨
城
県

内
で
約
１
，
５
０
０
名
が
活
動
を
し
、
行

方
市
に
お
い
て
も
32
名
の
皆
様
が
ご
活
躍

さ
れ
、
元
気
な
地
域
づ
く
り
に
ご
尽
力
い

た
だ
い
て
い
ま
す
。

問
合
せ　

企
画
課
（
麻
生
庁
舎
）

℡　

０
２
９
９
ー

７
２
ー

０
８
１
１

性
感
染
症
検
査
・
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
査
の

受
付
時
間
変
更
の
お
知
ら
せ

　

平
成
22
年
６
月
よ
り
検
査
受
付
時
間

が
変
更
と
な
り
ま
す
。

実
施
場
所　

鉾
田
保
健
所

所
　
　
　
　

在
　
　
　
　

地　

鉾
田
市
鉾
田
１
３
６
７-

３

実
　
　
　
　

施
　
　
　
　

日

（
５
月
末
ま
で
）

毎
週
火
曜
日　

午
後
１
時
30
分
～
３
時

（
６
月
よ
り
）

毎
週
火
曜
日　

午
前
９
時
～
10
時

検
査
項
目

Ｈ
Ｉ
Ｖ
抗
体
・
ク
ラ
ミ
ジ
ア
抗
体
・
梅
毒

血
清
・
Ｃ
型
肝
炎
・
Ｂ
型
肝
炎

料
　
　
金

無
料
（
検
査
結
果
が
書
面
で
必
要
な
場

合
文
書
料
が
か
か
り
ま
す
）

※
検
査
項
目
は
翌
週
以
降
の
検
査
実
施
日

に
、
受
検
者
本
人
に
聞
き
に
来
て
い
た
だ

き
ま
す
。

問
合
せ　

鉾
田
保
健
所

℡　

０
２
９
１
ー

３
３
ー

２
１
５
８

特
設
人
権
相
談
所
開
設

（
予
約
不
要
・
相
談
無
料
・
秘
密
厳
守
）

○
差
別
問
題
○
家
庭
内
の
問
題
○
金
銭

貸
借
・
貸
地
借
家
、
近
隣
間
の
も
め
ご
と

期
日　

6
月
１
日
（
火
）
麻
生
公
民
館

　
　
　

６
月
１
日
（
火
）
北
浦
公
民
館

　
　
　

６
月
１
日
（
火
）
玉
造
公
民
館

時
間　

午
前
10
時
～
午
後
３
時

人
権
擁
護
委
員
自
宅
電
話
相
談

　

箕
輪
次
男 

０
２
９
９
‐
７
２
‐
０
６
７
０

　

茂
木
宏
一 

０
２
９
９
‐
７
７
‐
０
３
３
６

　

邉
田
美
知
子
０
２
９
９
‐
７
３
‐
３
１
５
７

　

代
々
木
博 

０
２
９
９
‐
５
５
‐
３
３
５
９

　

荒
井
政
夫 

０
２
９
９
‐
５
５
‐
２
０
１
４

　

瀧
崎
美
子 

０
２
９
９
‐
５
５
‐
０
４
３
２

　

島
田
幸
子 

０
２
９
１
‐
３
５
‐
２
６
６
９

　

水
野
義
貞 

０
２
９
１
‐
３
５
‐
２
４
６
０

　

平
山
邦
寛 

０
２
９
１
‐
３
５
‐
０
６
１
６

※
早
朝
・
夜
間
は
急
用
以
外
は
ご
遠
慮

く
だ
さ
い
。

主
催　

人
権
擁
護
委
員
協
議
会

　
　
　

水
戸
地
方
法
務
局
鹿
嶋
支
局

5 21 金

いい家は

自然素材でつくる

この本を読んで分かること

●ビニールクロスの秘密
●フローリングを選ぶコツ
●内装材の思わぬ落とし穴
●不思議な塗り壁材の話
●木に秘められた魅力
●素材選び大切なポイント

◎電話で申込みたい方⇒ TEL：0299(56)0032

◎Ｅメールで申込みたい方⇒ post@e-tombo.com

◎ハガキで申込みたい方は、郵便番号・住所・氏名・

電話番号を記入の上、以下あて先までお送りください。

〒311－3515  行方市井上１５３９－２ とんぼ住宅

「いい家は自然素材でつくる」プレゼント係まで

◎ＨＰを見たい方 ⇒ネット検索は、とんぼ住宅 検索

『
子
供
の
ア
ト
ピ
ー
や
喘
息
が
心
配
』

『
シ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
な
ん
て
も
っ
て
の
ほ
か
』

と
思
っ
て
い
る
優
し
い
マ
マ
へ

体
に
優
し
い
家
づ
く
り
の
コ
ツ
が
、

た
っ
た
15
分
で
ド
ン
ド
ン
分
か
る
本
を

限
定
20
名
様
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
！

（有）とんぼ住宅

家
を
建
て
る
時
に
は
、
展
示
場
へ
行
っ
た
り

営
業
マ
ン
の
話
を
し
っ
か
り
と
聞
い
て…

そ
う
す
れ
ば
絶
対
に
失
敗
し
な
い
と
思
っ
て

い
ま
し
た
。
で
も
、
本
当
は…

◎
こ
の
本
は
、
こ
ん
な
方
に
向
い
て
い
ま
す

●
ア
レ
ル
ギ
ー
で
悩
ん
で
い
る
方

●
心
安
ら
ぐ
畳
や
縁
側
が
好
き
な
方

●
外
食
よ
り
家
ご
は
ん
が
好
き
な
方

●
ど
ん
な
家
が
イ
イ
の
か
分
か
ら
な
い
方

●
丈
夫
で
長
持
ち
す
る
家
が
欲
し
い
方

◎
こ
ん
な
方
は
、
読
ん
で
も…

●
家
は
、
た
だ
安
け
れ
ば
イ
イ
と
言
う
方

●
大
手
ハ
ウ
ス
メ
ー
カ
ー
思
考
の
方

●
自
然
素
材
が
苦
手
な
方

●
た
だ
、
か
っ
こ
よ
け
れ
ば
良
い
方

●
Ｎ
Ｏ
を
言
わ
な
い
営
業
マ
ン
が
好
き
な
方
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借金を整理して生活を楽に
あなたのお困りごと無料相談室

債 務 整 理 ・ 自 己 破 産 ・ 過 払 金 返 還 請 求
不動産登記・会社登記・裁判手続・法律相談

司法書士 黒 田 良 一

千葉県香取市山之辺１４６３ー７（国道５１号線沿い）
携帯 080ー5030－5665電 話０４７８（５８）２７７７

事  務  所　〒287-0042

※行方市では、新たな自主財源の確保や地元商工業者などの活性化、市民生活情報の提供を目的に有料広告掲載の取り組みを行っています。

「なめがた郷土かるた」巡り旅
　江戸時代、現麻生小学校の場所に麻生藩陣屋があり、その周囲に藩士
の屋敷がならんでいました。その一つが藩の家老職を務めた畑家（麻生
藩家老屋敷記念館）です。現存する母屋は、安政３年（１８５６）に火
災で焼失し、翌安政４年に再建されました。明治 23 年福田家の所有とな
り開業医として親しまれていました。平成３年福田家より麻生町に寄贈さ
れ、平成４年に表門を含め修復整備しました。上層武家住宅の遺構は、
県内にも数が少なく貴重なものとなっています。

麻生藩家老屋敷 （麻生地区　県指定文化財）

行方郷土かるたは 1 組  ２，０００円　購入は麻生・北浦・玉造各公民館へ

江戸時代の麻生藩家老・畑家の武家屋

敷で、豪壮な入母屋造りの茅葺き屋根が

特徴です。主（母）屋は寄せ棟造りですが、

正面式台と土間上にあたる大棟部は入母

屋造りになっています。安政４年の建築

で、現在は、近隣から「赤門」の名で親

しまれている表門とともに、記念館として

一般公開されています。平成２０年に県

の文化財の指定をうけました。

茨城県青少年の健全育成等に関する条例施行について

　青少年に関する条例を全面改正した「茨城県青少年の健全育成等に関する
条例」において、新たに青少年の非行を助長する行為が禁止されています。

○非行助長行為の禁止（第 38 条）　【新設】
誰でも、青少年に対し、次の行為を行うよう勧誘したり、強要したりして、
青少年の非行や不良行為を助長してはいけません。

●わいせつな行為　●飲酒、喫煙　●家出
●暴行、窃盗、器物損壊　
●薬物の使用　など

【罰則】違反した場合、1 年以下の懲役又は
50 万円以下の罰金
問合せ先：茨城県女性青少年課　℡　０２９－３０１―２１８３

予約電話番号：０４７８－７９－９１８１

家族のこと、お金のこと、不動産のこと
困ったときには何でもご相談ください

佐原ひまわり基金法律事務所

弁 護 士　河　合 　厳

　指定管理者制度は、平成 15 年 6
月の地方自治法の改正により創設さ
れた制度です。市が設置している「公
の施設」（福祉施設、文化施設、体
育施設など）の管理運営は、これま
で市が直接運営をするか、市の出資
法人や公共的団体に委託先が限られ
ていましたが、株式会社などの民間
事業者も管理運営することができる
ようになりました。
　この制度を利用することにより管
理に要する人員の削減や民間のノウ
ハウを活かした効果が期待できます。
また、市が直営する施設では、使用
料金は市の収入となりますが、指定
管理者制度を導入した施設の利用料
金は管理をしている事業者の収入に
することができます。この結果、管理
者は経営努力により収入が増えるた
め、コストの縮減や、サービスの向
上が見込まれます。
　行方市で指定管理者制度を導入し
ている施設は「霞ヶ浦ふれあいラン
ド」「老人デイサービスセンター」、

「高須崎公園」「高須崎公園体験農場」
「高須崎交流センター」「観光物産館
『こいこい』」「北浦荘」「あそう温泉
『白帆の湯』」の計８施設です。
　市では今後も施設個々の設置目
的、効果等を考慮しながら市民サー
ビスの向上や効率的な管理運営の観
点から十分に検討した上で指定管理
者制度の導入を推進していきます。

　問　政策推進課　0299-72-0811

指定管理者制度ってなに？

市の

『ここが知りたい！』
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